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(57)【要約】
車両（１００）の速度（１０１）を決定する方法が記載
される。車両（１００）の周囲に存在する少なくとも１
つの物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、
３６０）が検出され、車両（１００）に対する、検出さ
れた物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０）
の相対速度が測定される。さらに、車両（１００）の速
度（１０１）が、物体（３１０、３２０、３３０、３４
０、３５０、３６０）の相対速度（３１１、３２１、３
３１、３４１、３５１、３６２）を用いて決定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１００）の速度（１０１）を決定する方法であって、
　前記車両（１００）の周囲に存在する少なくとも１つの物体（３１０、３２０、３３０
、３４０、３５０、３６０）が検出され、前記車両（１００）に対する、検出された前記
物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０）の相対速度が測定され、
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）が、前記物体（３１０、３２０、３３０、３
４０、３５０、３６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３
６２）を用いて決定される、方法。
【請求項２】
　前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）が、静止物
体か又は移動物体かどうかが評価され、
　前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の前記相対
速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）が、当該物体（３１０、３２
０、３３０、３４０、３５０、３６０）が静止しているとして評価された場合にのみ、前
記車両（１００）の前記速度（１０１）を決定するために利用される、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の前記相対
速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）は、基準速度と比較され、
　該当する前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）は、基本
的に前記基準速度に対応する場合にのみ、前記車両（１００）の前記速度（１０１）を決
定するために利用される、請求項１又は２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）が繰り返して決定され、
　基準速度として、前記車両（１００）の前記速度（１０１）の各直近に定められた値が
利用される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記車両（１００）の周囲で検出された複数の物体（３１０、３２０、３３０、３４０
、３５０、３６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２
）は、同時に又は連続して測定され、
　前記基準速度は、前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３
６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）から生成さ
れる平均値を用いて定められる、請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記車両（１００）の周囲で検出された複数の物体（３１０、３２０、３３０、３４０
、３５０、３６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２
）が測定され、
　各前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）について
、当該物体が、静止物体であるという個別の確率が定められ、
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）の決定の際には、確率が最も高い物体（３１
０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）のみが考慮される、請求項３～５のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）には、当該物体（３１０、
３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）について定められた前記相対速度（３１１、
３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）と、前記基準速度と、の一致が大きいほど、
当該物体が静止物体であるという、より高い確率が割り当てられる、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
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　前記基準速度は、基準センサ（２５０、２６０、２７０）によって定められた前記車両
（１００）の速度を用いて決定され、前記基準センサ（２５０、２６０、２７０）は、前
記基準速度を決定するために、基板での光学的放射線の反射、基板での超音波の反射、車
輪速度、及び／又は衛星ナビゲーションを利用する、請求項１～７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項９】
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）は、走行方向に前記車両（１００）の前及び
／又は後ろに存在する物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の、前
記測定された相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）を用いて決
定される、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記車両（１００）の周囲の前記物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３
６０）を検出するために、光学的な測定方法、音響的な測定方法、及び／又は、レーダに
基づく測定方法を用いて行われる、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記測定された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の前記相対
速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）の測定は、ドップラー効果に
基づく測定方法を用いて行われる、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　車両（１００）の速度（１０１）を決定する装置であって、
　－前記車両（１００）の周囲の物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６
０）を検出する第１のセンサ装置（２１０、２３０）と、
　－前記車両（１００）に対する、検出された前記物体（３１０、３２０、３３０、３４
０、３５０、３６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６
２）を測定する第２のセンサ装置（２２０、２４０）と、
　－前記物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の測定された前記相
対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６２）を用いて、前記車両（１０
０）の前記速度（１０１）を決定する評価装置（２８０）と、
　を含み、
　前記評価装置（２８０）は、対応する前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１
、３５１、３６２）を用いて、前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、
３５０、３６０）を静止しているものとして評価し、静止していると評価された物体（３
１０、３２０、３３０、３４０、３５０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３
４１、３５１）を用いて前記車両（１００）の前記速度（１０１）を決定するよう構成さ
れる、装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両、特にレール車両の速度を決定する方法に関する。さらに、本発明は、
車両の速度を決定するための対応する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レール車両の速度を測定するためには、特に、車輪速度を定めるセンサが使用される。
但し、この測定方法は、特定の駆動条件において、例えば、勾配において、加速若しくは
減速過程において、又は、特定の天候条件において、レール車両の走行速度又は絶対速度
を決定するためには信頼できないことが判明している。従って、近代的なレール車両では
、車両の絶対速度を決定するために、基板（Ｕｎｔｅｒｇｕｒｎｄ）での光学的放射線又
は音響信号の反射を利用するセンサも使用される。この測定方法の場合でも、例えば、セ
ンサの汚れ、又は、天候により低減した基板の反射等のような外部の影響により、信頼性
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が非常に揺らぐ。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、本発明の課題は、レール車両の絶対速度を決定するための代替的又は補足的な
測定方法を提供することである。本課題は、請求項１に記載の方法によって解決される。
さらに、本発明は、請求項１２に記載の装置によって解決される。本発明の更なる別の好
適な実施形態は、従属請求項で示される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明に基づいて、レール車両の絶対速度を決定する方法であって、レール車両の周囲
に存在する少なくとも１つの物体が検出され、レール車両に対する、検出された物体の相
対速度が測定される。その際に、レール車両の絶対速度が、物体の相対速度を用いて決定
される。車両の周囲の物体の相対速度を利用することによって、基板の特性及び天候状況
に依存しない速度測定が可能となる。
【０００５】
　一実施形態において、検出された物体が、静止物体か又は移動物体かどうかが評価され
る。その際に、検出された物体の相対速度は、当該物体が静止しているとして評価された
場合にのみ、車両の絶対速度を決定するために利用される。静止物体に限定することによ
って、速度決定の精度を上げること出来る。
【０００６】
　更なる別の実施形態において、検出された物体の相対速度が、基準速度と比較される。
該当する相対速度は、基本的に基準速度に対応する場合にのみ、車両の絶対速度の評価の
ために利用される。基準速度との比較によって、様々な物体の測定された相対速度が非常
に簡単に評価される。従って、静止物体か又は移動物体かという検知が容易になる。
【０００７】
　更なる別の実施形態は、車両の絶対速度が繰り返して決定され、基準速度として、車両
の絶対速度の各直近に定められた値が利用されることを構想する。これにより、特に、車
両の現在の絶対速度が、直近に定められた絶対速度と僅かにしか違わない状況において、
ふさわしい物体又は静止物体を検知する際の精度を改善することが可能である。
【０００８】
　更なる別の実施形態において、車両の周囲で検出された複数の物体の相対速度が測定さ
れ、基準速度が、検出された物体の相対速度から生成される平均値を用いて定められるこ
とが構想される。平均値の生成によって、個々の物体の相対速度の偏差を比較的簡単に低
減することが可能である。その際に、平均値は特に、多数のふさわしい物体又は静止物体
に対して、少数のふさわしくない物体又は移動物体が存在する状況において、検出された
物体を評価するための十分に正確な基準値を供給する。
【０００９】
　更なる別の実施形態は、車両の周囲で検出された複数の物体の相対速度が測定され、各
検出された物体について、当該物体が、静止物体であるという個別の確率が定められるこ
とを構想する。車両の絶対速度の決定の際には、確率が最も高い物体のみが考慮される。
各物体に対して個別の確率を割り当てることによって、検出された物体の簡単な分類又は
レベル分けが可能になる。さらに、ふさわしい物体である可能性のある物体の集合のうち
、最も確率が高い物体のみを考慮することで、ふさわしい物体の選択が容易になる。
【００１０】
　更なる別の実施形態において、物体には、当該物体のために定められた相対速度と、基
準速度と、の一致が大きいほど、当該物体が静止物体であるという、より高い確率が割り
当てられる。基本的に、各検知された物体には、当該物体が静止物体であるという個別の
確率が、様々な基準を用いて、特に、検出された物体の形状又は位置を用いて割り当てら
れる。しかしながら、或る物体に割り当てられた確率と、当該物体の相対速度と基準速度
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との一致と、の相関関係によって、特に簡単な評価が可能になる。
【００１１】
　さらに、更なる別の実施形態は、基準速度が、基準センサによって定められた車両の速
度を用いて決定されることを構想する。その際に、基準速度を決定するために、基準セン
サは、例えば、基板での光学的放射線の反射、基板での超音波の反射、車輪速度、及び／
又は、衛星に基づくナビゲーションを利用する。基準速度を決定するために追加的なセン
サを利用することによって、検出された物体の評価の際に、特に現実に即した基準値が提
供される。さらに、コストが掛かる評価アルゴリズムを通常は利用する必要がないため、
基準値を定めるために必要な計算能力が低減されうる。
【００１２】
　更なる別の実施形態は、車両の走行速度が、走行方向に車両の前及び／又は後ろに存在
する物体の測定された相対速度を用いて決定されることを構想する。走行方向に車両の前
に存在する物体を利用することによって、既存のセンサ又はセンサシステム、特に走行補
助システムを利用することが可能になり、これにより、測定構成の装置の組み立て（ａｐ
ｐａｒａｔｉｖｅｒ　Ａｕｆｂａｕ）が減らされる。車両の後ろの物体に対して測定を向
けることによって、前方の測定の際に十分なセンサ信号を供給しない物体、例えば、遮蔽
された物体、又は、雪又は砂の吹き溜まりによって十分に検出出来ない物体を検出するこ
とも可能となる。これに対して、車両の前及び車両の後ろの物体の同時検出は、より大き
な数の適切な測定値を供給し、従って基本的に、走行速度の決定の際の精度の改善ももた
らす。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　以下では、本発明が図面を用いてより詳細に記載される。
【図１】本発明に係る測定装置を備えた走行中のレール車両が、自身の前に配置された複
数の静止物体を検出する走行状況を概略的に示す。
【図２】本発明に係る測定装置を備えた走行中のレール車両が、２つの静止物体と、１つ
の移動物体を検出する更なる別の走行状況を概略的に示す。
【図３】車両の絶対速度を決定するために、車両の前に配置された物体、及び、車両の後
ろに配置された物体をセンサにより検出する走行状況を概略的に示す。
【図４】車両の周囲の物体の相対速度を用いて車両の絶対速度を決定するための、本発明
に係る測定装置を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　車両の走行速度を決定するために、本発明に係る構想では、車両の周囲の物体の相対速
度が１つ以上のセンサによって測定される。信憑性チェック（Ｐｌａｕｓｉｂｉｌｉｓｉ
ｅｒｕｎｇ）によって、車両内で、独自の速度が、検出された物体、特に静止物体に対す
る相対速度を介して決定される。
【００１５】
　本発明のセンサという意味において、基本的に、車両の周囲を光学的、音響的、又は電
磁的に検出する全ての測定装置、センサ装置、及び検出装置が考慮の対象になる。特に、
このために、物体の検出及び検出された物体の相対速度の測定を１つの工程で行うことが
可能な測定方法が利用される。代替的に、物体の検出のため、及び、物体の相対速度の測
定のために様々な方法を利用することも可能である。従って、第１の場合には、例えば、
レーダを用いて、物体の位置、及び、車両に対する物体の相対速度を測定することが可能
である。このためには、例えば、ＦＭＣＷレーダ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｍｏｄｕｌａｔ
ｅｄ－ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ－ｗａｖｅ、周波数変調連続波）のような周波数変調レーダ
が適している。その際に、レーダ信号の変調によって、送信された信号と、物体で反射さ
れて装置内で受信された信号と、の時間的相関による往復時間の測定、及び、該当する物
体の絶対的な距離測定が可能となる。世界座標系において物体の正確な位置を決定するた
めに、通常では、物体と車両との半径方向の距離の他に、走行方向について該当する物体
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の方向情報（方位角）が測定される。走査型レーダシステムの場合、この立体角は、受信
アンテナの現在の方向付けから自動的に獲得される。これに対して、静止アンテナを有す
るレーダシステムにおける方向情報は、様々なアンテナにより受信された信号の強度の分
散によって定められる。
【００１６】
　変調されたレーダ信号とは異なって、変調されていないレーダ信号を用いて、半径方向
の速度の他にドップラー効果を利用して、物体の位置を簡単に測定することが可能である
。物体の正確な位置を決定するために必要な間隔測定は、この所謂ドップラーレーダ（Ｄ
ｏｐｐｌｅｒ－Ｒａｄａｒ）では、レーダ信号内に時間基準が無いために原則的に可能で
はない。
【００１７】
　１つの変調レーダを用いて、車両に対して相対的な物体の距離又は位置並びに速度を同
時に検出することの他に、更に、複数のセンサ装置又は速度装置を用いて、物体の位置測
定及び速度測定を行うことが可能である。例えば、２つ以上のビデオカメラを備える光学
的な測定装置を用いて、物体の相対位置が比較的簡単に定められる。これに対して、検出
された物体の相対速度は、例えばドップラーレーダ又は音響的なドップラー測定装置のよ
うな、更なる別の測定装置を用いて測定することが可能である。
【００１８】
　しかしながら、ステレオ法により機能する光学測定装置（ｓｔｅｒｅｏｓｋｏｐｉｓｃ
ｈ　ａｒｂｅｉｔｅｎｄｅ　ｏｐｔｉｓｃｈｅ　Ｍｅｓｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎg）によ
って、物体の時間的な位置の変化、及び、物体の相対速度が検出される。
【００１９】
　従って、車両に対して相対的な物体の相対速度の決定は、測定方法に従って基本的に様
々なやり方で行うことが可能である。物体の絶対的又は相対的位置を測定する測定方法の
場合には、予め設定された時間内に各物体が車両１００に対して相対的に行う位置変更を
用いて、該当する物体の相対速度を定めることが可能である。これに対して、車両に対し
て相対的な、該当する物体の半径方向の速度を測定する測定方法では、物体の相対速度は
、測定された立体角を用いた、測定された半径方向の速度の幾何学的な変換によって計算
される。
【００２０】
　本発明に係る構想が、以下では、走行方向に車両の前に存在する物体、又は、走行中に
車両の前に現れる複数の物体が、同時に又は短時間に連続的に検出される典型的な走行状
況を用いて解説される。これについて、図１は、走行速度を決定するための本発明に係る
測定装置２００を備えた車両１００であって、本例ではレール４１０に沿って走行するレ
ール車両として構成された上記車両１００を示す。その際に、車両１００は、太い矢印１
０１で示すように左から右へと移動する。走行方向に車両の前には、３つの異なる物体３
１０、３２０、３３０が配置されている。ここでは静止物体が関わっており、静止物体と
しては、測定に関連する期間内にその地理的位置が変化しない各ふさわしい物体が考慮の
対象となる。これには、例えば、樹木、交通標識、電柱、建物、それ以外の構造物、又は
、停止車両が挙げられる。
【００２１】
　物体３１０、３２０、３３０の相対速度を測定するために、車両１００には、本発明に
係る測定装置２００が備えられ、この測定装置２００は、この場合には、車両１００の前
方領域に配置されたセンサ構成２０１を備える。その際に、このセンサ構成２０１は、車
両１００の前に現れる物体を検出し、車両１００に対して相対的な物体の速度を検出する
よう構成される。このために、センサ構成２０１は、少なくとも１つのセンサ２１０を有
し、このセンサ２１０の測定コーン（Ｍｅｓｓｋｅｇｅｌ）が、車両１００の前の物体を
検出する。
【００２２】
　図１に示すように、車両の前に現れる物体３１０、３２０、３３０はそれぞれ、車両１
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００の前方部分に配置されたセンサ構成２０１の測定装置又はセンサ装置２１０の少なく
とも１つの測定コーンによって検出される。その際に、ここで例示的に示される円錐形の
検出コーン２１１、２１２、２１３、２１４、２１５、２１６は、該当するセンサ構成２
０１のセンサ装置２１０の空間的な測定範囲又は検出範囲に相当する。適用に従って、セ
ンサ構成２０１は、複数のセンサ装置を備えてもよく、この複数のセンサ装置の検出コー
ンは、様々な角度に配置され、又は、方位角的に回転可能に（ａｚｉｍｕｔａｌ　ｓｃｈ
ｗｅｎｋｂａｒ）、同時に複数の物体を検出することが出来る。代替的に、車両１００の
前の領域を、走査型センサ装置で監視することも可能であり、その際に、予め定められた
立体角が、走査型センサ装置の測定コーン又は検出コーンによってサンプリングされる。
この場合には、個々の物体３１０、３２０、３３０は連続的に検出される。これについて
は、例えば、走査型レーダ又はレーザスキャナーが考慮の対象となる。
【００２３】
　幅の広い検出コーン２１６によって示されるように、さらに、車両の前の、考慮の対象
となる空間範囲全体を同時に検出する測定又は検出装置も利用することが可能である。こ
のことは、例えば、光学的に、１つ以上のビデオカメラを用いて行うことが可能である。
これについて、静止レーダシステム、又は、対応して検出角度が広い音響的なドップラー
測定装置も、基本的に考慮の対象となる。
【００２４】
　図２は、本発明に係る測定装置２００を備えた車両１００の更なる別の走行状況を示す
。ここでは、前方のセンサ構成２０１の１つ以上のセンサ２１０が、２つの静止物体３１
０、３２０の他に、非静止物体３６０も検出する。非静止物体３６０は、隣のレール区間
４２０を、車両１００に向かってやって来る第２のレール車両である。その際に、第２の
車両３６０の固有運動は、太い矢印３６２によって示され、矢印３６２の方向付け及び長
さは、該当する車両３６０の方向及び速度に対応する。図１と同様に、センサ構成２０１
によって定められる、２つの静止物体３１０、３３０、及び、非静止物体３６０の相対速
度はそれぞれ、細い矢印３１１、３３１、３６１で示されている。２つの静止物体３１０
、３３０の相対速度３１１、３３１は基本的に、車両１００の現在の走行速度１０１に対
応するが、第２のレール車両３６０については、その固有運動３６１に基づいて、明らか
により速い相対速度３６２が測定される。従って、測定装置２００の制御及び評価装置は
、レール車両３６０を、その速い相対速度に基づいて、非静止物体又は移動物体として評
価し、ふさわしい物体としては評価しない。その結果、該当する相対速度は、車両１００
の走行速度を決定するためには利用されない。これに対して、２つの静止物体３１０、３
３０は、その相対速度に基づいて静止していると評価される。その結果、制御及び評価装
置は、２つの静止物体３１０、３３０の測定された相対速度を、車両１００の現在の走行
速度を決定するために利用する。
【００２５】
　静止物体として又は非静止物体若しくは移動物体としての評価は、好適に、物体の測定
された相対速度と、適切な基準値と、の比較によって行われる。この場合基準値としては
、例えば、車両１００の走行速度の、直近に定められた値が適当である。このことは特に
、走行速度の直近の決定からの時間が非常に短く、加速又は制動過程により、走行速度が
比較的小さく変化した可能性がある場合には都合が良い。十分な物体が、同時に又は短時
間に連続して測定のために提供される限りにおいて、基準値として、各物体の測定された
相対速度の平均値も利用することが可能である。代替的に又は補足的に、基準値は、速度
測定に適した他の方法を用いて定めることも可能であり、その際には、基準として、十分
な精度（例えば１０％）を有する各適切な速度信号を利用することが可能である。従って
、例えば、車輪速度を測定するセンサを用いて、基準速度を定めることが可能である。基
板での反射を利用するセンサも、適切な基準速度を供給することが可能である。最後に、
衛星に基づくセンサ装置（例えばＧＰＳ）を用いて、基準速度を獲得することが可能であ
る。
【００２６】
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　図１及び図２に例示的に示される車両の場合、車両の前に存在する車両のみが独自の走
行速度を決定するために利用される。しかしながら、車両の後ろに存在する物体を用いて
、独自の車両を決定することも可能である。これについて、図３は、前方のセンサ構成２
０１の他に、後ろに方向付けられたセンサ構成２０２を備えるレール車両１００を例示し
ている。その際に、車両１００の後部領域に配置された後ろのセンサ構成２０２は、走行
方向に後ろに向かって方向付けられた少なくとも１つのセンサ装置２３０であって、車両
の後ろに存在する物体の相対速度を測定するための上記センサ装置２３０を備える。例え
ば、車両１００の後ろの、２つの静止物体３４０、３５０が示されている。走行区間４１
０の傍に配置された２つの後ろの物体３４０、３５０は、点線で示された検出コーン２３
１、２３２によって示されるように、後ろのセンサ構成２０２の少なくとも１つのセンサ
装置２３０によって検出される。その際に、該当する物体３４０、３５０の相対速度３４
１、３５１が測定され、この測定結果が、車両１００の独自の速度を決定するために、測
定装置２００の制御及び評価装置に供給される。
【００２７】
　図４は、本発明に係る測定装置２００を例示している。その際に、本発明に係る測定装
置２００は、物体を検出して、検出された物体の相対速度を測定するための少なくとも１
つのセンサ装置を備えた前のセンサ構成２０１を備える。本例では、前方のセンサ構成２
０１は全体で２つのセンサ装置２１０、２２０を備え、例えば、ビデオカメラとレーダ装
置とを備える。任意に、又は、第１のセンサ構成２０１の代わりに、測定装置２００はさ
らに、車両の後ろの物体を検出する同様に１つ以上のセンサ装置２３０、２４０を備えた
第２のセンサ構成を備える。２つのセンサ構成２０１、２０２のセンサ装置２１０、２２
０、２３０、２４０は、好適に、共通の制御及び評価装置２８０に接続されており、この
制御及び評価装置２８０は、個々のセンサ装置２１０、２２０、２３０、２４０の情報を
評価し、これに基づいて車両の現在の速度を定める。ここでは、例えば、適切なアルゴリ
ズムを用いて測定結果の評価を行う計算装置が関わっている。評価の際には、測定された
相対速度を基準値と比較することが可能である。その場合に、予め定められた基準値の値
と異ならない相対速度のみが、現在の走行速度の決定のために利用される。さらに、物体
の相対速度を用いて、各物体に対して、当該物体が静止物体であるという個別の確率を割
り当てることが可能である。その際に、現在の走行速度を決定するために、確率が最も高
い物体の相対速度のみが利用される。代替的に、現在の走行速度は、測定された複数の相
対速度の平均値から定めてもよい。
【００２８】
　測定装置２００はさらに、測定結果の検証又は基準値の提供のために役立つ追加的な測
定又はセンサ装置を備えてもよい。図４には、例えば、衛星に基づくセンサ装置２５０と
、車輪速度計測器２６０と、基板での光線の反射を利用するドップラー速度測定装置２７
０と、が示されている。
　本発明に係る構想によって、速度信号の利用可能性を高めることが可能となる。その際
に、測定装置のフレキシブルな構成により、車両内への組み込みが容易になる。従って、
例えば、特に保護された組込み箇所にセンサ装置を収納することが可能である。
【００２９】
　本発明が、好適な実施例によって詳細に描かれ記載されたが、本発明は、開示された例
に限定されない。むしろ、本発明の保護範囲を逸脱することなく、当業者によって他の変
形例が導出されうる。特に、静止物体及び非静止物体の相対速度を測定するために、本明
細書で明示的に記載された測定方法の他に、基本的に、他の適切な測定方法を使用するこ
とが可能である。これについて、様々な測定方法の有効な各組み合わせも、基本的に考察
の対象となる。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月4日(2014.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１００）の速度（１０１）を決定する方法であって、
　前記車両（１００）の周囲に存在する少なくとも１つの物体（３１０、３２０、３３０
、３４０、３５０、３６０）が検出され、前記車両（１００）に対する、検出された前記
物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の相対速度が測定され、
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）が、前記物体（３１０、３２０、３３０、３
４０、３５０、３６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３
６１）を用いて決定される、方法。
【請求項２】
　前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）が、静止物
体か又は移動物体かどうかが評価され、
　前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の前記相対
速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）が、当該物体（３１０、３２
０、３３０、３４０、３５０、３６０）が静止しているとして評価された場合にのみ、前
記車両（１００）の前記速度（１０１）を決定するために利用される、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の前記相対
速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）は、基準速度と比較され、
　該当する前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）は、基本
的に前記基準速度に対応する場合にのみ、前記車両（１００）の前記速度（１０１）を決
定するために利用される、請求項１又は２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）が繰り返して決定され、
　基準速度として、前記車両（１００）の前記速度（１０１）の各直近に定められた値が
利用される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記車両（１００）の周囲で検出された複数の物体（３１０、３２０、３３０、３４０
、３５０、３６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１
）は、同時に又は連続して測定され、
　前記基準速度は、前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３
６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）から生成さ
れる平均値を用いて定められる、請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記車両（１００）の周囲で検出された複数の物体（３１０、３２０、３３０、３４０
、３５０、３６０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１
）が測定され、
　各前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）について
、当該物体が、静止物体であるという個別の確率が定められ、
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）の決定の際には、確率が最も高い物体（３１
０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）のみが考慮される、請求項３～５のいず
れか１項に記載の方法。
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【請求項７】
　物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）には、当該物体（３１０、
３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）について定められた前記相対速度（３１１、
３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）と、前記基準速度と、の一致が大きいほど、
当該物体が静止物体であるという、より高い確率が割り当てられる、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記基準速度は、基準センサ（２５０、２６０、２７０）によって定められた前記車両
（１００）の速度を用いて決定され、前記基準センサ（２５０、２６０、２７０）は、前
記基準速度を決定するために、基板での光学的放射線の反射、基板での超音波の反射、車
輪速度、及び／又は衛星ナビゲーションを利用する、請求項３～７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項９】
　前記車両（１００）の前記速度（１０１）は、走行方向に前記車両（１００）の前及び
／又は後ろに存在する物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の、前
記測定された相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）を用いて決
定される、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記車両（１００）の周囲の前記物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３
６０）の検出は、光学的な測定方法、音響的な測定方法、及び／又は、レーダに基づく測
定方法を用いて行われる、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記測定された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の前記相対
速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）の測定は、ドップラー効果に
基づく測定方法を用いて行われる、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　車両（１００）の速度（１０１）を決定する装置であって、
　－前記車両（１００）の周囲の物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６
０）を検出する第１のセンサ装置（２１０、２３０）と、
　－前記車両（１００）に対する、検出された前記物体（３１０、３２０、３３０、３４
０、３５０、３６０）の相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）
を測定する第２のセンサ装置（２２０、２４０）と、
　－前記物体（３１０、３２０、３３０、３４０、３５０、３６０）の測定された前記相
対速度（３１１、３２１、３３１、３４１、３５１、３６１）を用いて、前記車両（１０
０）の前記速度（１０１）を決定する評価装置（２８０）と、
　を含み、
　前記評価装置（２８０）は、対応する前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３４１
、３５１、３６１）を用いて、前記検出された物体（３１０、３２０、３３０、３４０、
３５０、３６０）を静止しているものとして評価し、静止していると評価された物体（３
１０、３２０、３３０、３４０、３５０）の前記相対速度（３１１、３２１、３３１、３
４１、３５１）を用いて前記車両（１００）の前記速度（１０１）を決定するよう構成さ
れる、装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　図２は、本発明に係る測定装置２００を備えた車両１００の更なる別の走行状況を示す
。ここでは、前方のセンサ構成２０１の１つ以上のセンサ２１０が、２つの静止物体３１
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０、３３０の他に、非静止物体３６０も検出する。非静止物体３６０は、隣のレール区間
４２０を、車両１００に向かってやって来る第２のレール車両である。その際に、第２の
車両３６０の固有運動は、太い矢印３６２によって示され、矢印３６２の方向付け及び長
さは、該当する車両３６０の方向及び速度に対応する。図１と同様に、センサ構成２０１
によって定められる、２つの静止物体３１０、３３０、及び、非静止物体３６０の相対速
度はそれぞれ、細い矢印３１１、３３１、３６１で示されている。２つの静止物体３１０
、３３０の相対速度３１１、３３１は基本的に、車両１００の現在の走行速度１０１に対
応するが、第２のレール車両３６０については、その固有運動３６２に基づいて、明らか
により速い相対速度３６１が測定される。従って、測定装置２００の制御及び評価装置は
、レール車両３６０を、その速い相対速度に基づいて、非静止物体又は移動物体として評
価し、ふさわしい物体としては評価しない。その結果、該当する相対速度は、車両１００
の走行速度を決定するためには利用されない。これに対して、２つの静止物体３１０、３
３０は、その相対速度に基づいて静止していると評価される。その結果、制御及び評価装
置は、２つの静止物体３１０、３３０の測定された相対速度を、車両１００の現在の走行
速度を決定するために利用する。
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